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〇特定調達契約に係る入札の公告 （総務業務センター）……………………………………
〇有害図書類の指定 （道民活動文化振興課）…………………………………………………
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〇道営土地改良事業の工事の完了 （農業施設管理課）………………………………………
〇農林水産大臣権限に係る保安林の指定の解除の予定 （治山課）…………………………
〇知事権限に係る保安林の指定施業要件の変更の予定 （治山課）…………………………
〇土地収用法による事業の認定 （建設部総務課）……………………………………………
〇道路の供用の開始 （道路課）…………………………………………………………………
〇北海道収入証紙の元売りさばき人及び売りさばき人の指定の一部改正

（出納局総務課）………………………………………………………………………………

次のいずれにも該当すること。
平成 年北海道告示第９号又は平成 年北海道告示第 号に規定する物品の購入の資

格を有すること。
道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。

３ 契約条項を示す場所
北海道総務部行政改革局総務業務センター

４ 入札執行の場所及び日時
入 札 場 所 札幌市中央区北３条西７丁目 北海道庁別館 階共用会議室（送

付による場合は、郵便番号 札幌市中央区北３条西７丁
目 北海道総務部行政改革局総務業務センター）

入 札 日 時 平成 年 月 日（火）午前 時 分（送付による場合は、平成
年 月 日（月）までに必着）

開 札 場 所 に同じ。
開 札 日 時 に同じ。

５ 入 札 保 証 金
平成 年北海道告示第 号の１の 及び による。

６ 一連の調達契約に関する事項
この契約による調達後において調達が予定される物品等の名称、数量及びその入札の
公告の予定時期
ア 名称及び数量 パーソナルコンピュータ 台
イ 予 定 時 期 平成 年１月頃
この契約を含む一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の公告
平成 年７月 日付け北海道告示第 号

７ 入札説明書の交付に関する事項
交 付 場 所 ３に同じ。
交 付 方 法 の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、 ４判用紙が入る返信
用封筒（あて先を明記したもの）及び重量 グラムに見合う郵便
料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、契約に関す
る事務を担当する組織に申し込むこと。

８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成 年北海道告示第 号の２の のア及び３の による。

９ 入札参加申込書の提出
提 出 期 限 平成 年 月 日（水）午後５時（送付による場合は、平成 年

月 日（火）必着）
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毎 週 火 ・ 金 曜 日 発 行

告 示

北海道告示第 号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、 年４月 日マラケシュで作成された政府調達に関する

協定の適用を受ける。
平成 年 月６日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 入札に付する事項

調達をする物品等の名称及び数量
ア パーソナルコンピュータ 台
イ パーソナルコンピュータ ７台
ア及びイは、それぞれ入札を実施する。
調達をする物品等の仕様等 入札説明書による。
納 入 期 日 平成 年 月 日
納 入 場 所 入札説明書による。

２ 入札に参加する者に必要な資格
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北海道告示第 号

北海道青少年保護育成条例（昭和 年北海道条例第 号）第５条第１項第３号の規定によ
り、次の図書類を有害図書類として指定する。
平成 年 月６日

北海道知事 高 橋 はるみ
図書類
の種別

図書コード等又は
日本ビデオ倫理協
会審査番号等

図 書 類 の 名 称 発 行 所、 制 作 所、
受 審 会 社 等

雑 誌 レディース・コミック［微熱］ ９月号 セ ブ ン 新 社
年９月１日発行

同 レディースコミック・タブー ９月号 三 和 出 版 株 式 会 社
年９月１日発行

同 コミックアムール ９月号 年９月１日発行 株式会社 サ ン 出 版
同 ！【ズバッ！】 ９ 年９月 日発行 インフォレスト株式会社
同 すっぴん 年９月１日発行 英 知 出 版 株 式 会 社

提 出 場 所 ３に同じ。
そ の 他
平成 年北海道告示第 号の４の 、 、 、 、 、 及び によるほか、次によ

る。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道総務部行政改革局総務業務センター
所 在 地 郵便番号 札幌市中央区北３条西７丁目

電話番号

．
．
．

．

．

同 ［月刊］メルフレボンバー 年９月１日発行 ベストセラーズ
同 もっとすごい本当の 話 ９月号 株式会社 バウハウス

年９月 日発行
同 増刊本当にあった な話 ９月１日号 株式会社 ぶ ん か 社

年９月１日発行
同 ！ ９月号 年９月１日発行 株式会社ワニマガジン社
同 パパラッチ ９ ５号 年９月５日発行 株式会社 双 葉 社
同 月刊クリーム ９月号 年９月１日発行 ワイレア出版株式会社
同 三十路 熟の素 ９月号 年９月１日発行 マイウェイ出版株式会社
同 本当にあった な話 ９月号 年９月１日発行 株式会社 ぶ ん か 社
同 ドキッ！ スペシャル ９月号 年９月４日発行 株式会社 竹 書 房
同 ！【ズバッ！】 年 月 日発行 インフォレスト株式会社
同 増刊本当にあった な話 月１日号 株式会社 ぶ ん か 社

年 月１日発行
同 すっぴん 年 月１日発行 英 知 出 版 株 式 会 社
同 月刊クリーム 月号 年 月１日発行 ワイレア出版株式会社
同 ［月刊］メルフレボンバー 年 月１日発行 ベストセラーズ
同 ！ 月号 年 月１日発行 株式会社ワニマガジン社
同 本当にあった な話 月号 年 月１日発行 株式会社 ぶ ん か 社
同 パパラッチ １号 年 月１日発行 株式会社 双 葉 社
同 ケイタイバンディッツ 月号 年 月１日発行 ミリオン出版株式会社
同 ブブカ 月号 年 月１日発行 株式会社 コアマガジン
同 特冊快援 月刊 月２日増刊号 株式会社 竹 書 房

年 月２日発行
同 もっとすごい本当の 話 月号 年 月 日発行 株式会社 バウハウス
同 おとこの 年 月１日発行 株式会社 ぶ ん か 社
指定の理由 著しく粗 性を助長し、性的感情を刺激し、又は道義心を傷つけるもの等であって、青少

年の健全な育成を害するおそれがあると認められるため

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条第８項の規定により、上士幌町農業委員会が
定めた萩ヶ岡・清水谷地区の農用地等の交換分合計画を認可した。
平成 年 月６日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第 号
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土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条第８項の規定により、鹿追町農業委員会が定
めた瓜幕地区の農用地等の交換分合計画を認可した。
平成 年 月６日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条第８項の規定により、広尾町農業委員会が定
めた東豊似地区の農用地等の交換分合計画を認可した。
平成 年 月６日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条第８項の規定により、浦幌町農業委員会が定
めた静内地区の農用地等の交換分合計画を認可した。
平成 年 月６日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条第８項の規定により、帯広市農業委員会が定
めた拓成地区の農用地等の交換分合計画を認可した。
平成 年 月６日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第 号

次のとおり道営土地改良事業の工事を完了したので、土地改良法（昭和 年法律第
号）第 条の２第３項の規定により公告する。
平成 年 月６日

北海道知事 高 橋 はるみ
地 区 名 事 業 の 種 類 完了年月日
赤 井 川 畑地帯総合整備［担い手育成型］（農業用用排水） 平成
同 同 （農道） 同
同 同 （区画整理、暗きょ） 同
同 同 （土層改良） 同
寿 都 中山間地域総合整備（農業用用排水） 同
同 同 （農道） 同

同 同 （ほ場整備） 同
同 同 （客土） 同
同 同 （暗きょ、農用地改良保全） 同

北海道告示第 号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定を解除する予定である旨、森林法（昭和 年
法律第 号）第 条の規定による通知があった。

平成 年 月６日
北海道知事 高 橋 はるみ

１ 解除予定保安林の所在場所 富良野市 の３地先（次の図に示す部分に限る。）
２ 保安林として指定された目的 水源のかん養
３ 解 除 の 理 由 指定理由の消滅
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道水産林務部林務局治山課及び富良野市役所に
備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する予定である。
平成 年 月６日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 指定施業要件変更予定保安林 釧路市（次の図に示す部分に限る。）

の所在場所
保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

次の森林については、主伐は、択伐による。
釧路市（次の図に示す部分に限る。）
その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
２ 指定施業要件変更予定保安林 釧路市（次の図に示す部分に限る。）

の所在場所
保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
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変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
３ 指定施業要件変更予定保安林 釧路市（次の図に示す部分に限る。）

の所在場所
保安林として指定された目的 風害の防備
変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
４ 指定施業要件変更予定保安林 釧路市（次の図に示す部分に限る。）

の所在場所
保安林として指定された目的 公衆の保健
変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
５ 指定施業要件変更予定保安林 釧路郡釧路町（次の図に示す部分に限る。）

の所在場所
保安林として指定された目的 霧害の防備
変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道釧路支庁産
業振興部林務課並びに釧路市役所及び釧路町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

土地収用法（昭和 年法律第 号）第 条の規定により、次のとおり事業の認定をした。
平成 年 月６日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 起 業 者 の 名 称 寿都町
２ 事 業 の 種 類 観光交流施設整備事業
３ 起 業 地

収 用 の 部 分 寿都町字大磯町地内
使 用 の 部 分 なし

４ 事業の認定をした理由 次のとおり（「次のとおり」は省略し、北海道建設部総務課
及び寿都町に備え置いて、一般の縦覧に供する）

５ 起業地を表示する図面 寿都町役場
の縦覧場所

北海道告示第 号

道路法（昭和 年法律第 号）第 条第２項の規定により、次の道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び北海道函館土木現業所に備え置いて、告
示の日から２週間、一般の縦覧に供する。
平成 年 月６日

北海道知事 高 橋 はるみ
路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日
道道 大野大中山線 北斗市本町 番地先から 平成

北斗市向野１番１地先（河川敷地）まで

北海道告示第 号

昭和 年北海道告示第 号（北海道収入証紙の元売りさばき人及び売りさばき人の指
定）の一部を次のように改正する。
平成 年 月６日

北海道知事 高 橋 はるみ
２ 売りさばき人の項帯広信用金庫の事項中「帯広信用金庫本店」の次に次の１事項を加
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える。
同 ヶ丘支店
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毎 週 火 ・ 金 曜 日 発 行 （購読料金（送料とも）は月額 円） 発 行 北 海 道
編 集 総務部人事局法制文書課
印 刷 富 士 プ リ ン ト 株 式 会 社


